
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

① 労働時間の削減

ノー残業デー（毎週水曜日）の設定により、時間外労働の削減に取り組ん

でいる。また、社内の年間休日を前年の120日から125日に増やしている。

② 年次有給休暇の取得促進

社内基準により年6日の年次有給休暇の取得に取り組んでいる。また、時

間単位の年次有給休暇を導入しており、子育て世代の取得率が高くなって

いる。

③ メンタルヘルスケア体制の整備

産業医による面談（健康指導）のほか、毎月第１及び第３金曜日に保健師

による健康相談を実施することにより、職場におけるメンタルヘルス対策

に取り組んでいる。

当社の働き方改革の主な取組

工場視察の様子（左：岩渕工場長、右：河西労働局長）

事業内容 時計、カメラ、医療用機器等の精密部品・金型等製造
所 在 地 福島県会津若松市門田町大字一ノ堰字土手外168
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意見交換の様子
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